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研究成果の概要（和文）： 

 
強力な行政権と著しく限定された政治参加を特徴とする権威主義体制において、法による
権力の制限を内容とする「法の支配」が、民主化運動とどのように結びついたのか、また
1998 年に始まる民主化以降、「法の支配」を支える制度がどのように変化したのかについ
て研究を行った。そして、立憲主義を通じた行政権の制限を担保する制度として憲法裁判
所に関する論文、および、市民社会の側からの「法の支配」を基礎とする民主化運動につ
いて、法律扶助運動に関する論文を発表した。また、関連研究として、東ティモールの平
和構築における司法制度の役割に関する論文、災害復興行政に関する学会報告を行った。
また、イスラム法に基づく統治と国家法制度の緊張関係に関する論文を執筆中である。 
 
研究成果の概要（英文）： 

This research project focuses on the interrelation between the concept of the "rule of law" 

that imply the restriction of state power by law, and democratization movement under the 

authoritarian regime which have excessively strong executive power and strictly limited 

political participation. This research also refers to the change of government institutions 

that support the rule of law since 1998. During research period, author write two articles 

on the legal aid movement that is an important civil society actor for democratization based 

on the rule of law as well as is writing an article on constitutional court as an institutional 

tool to restrict executive power by constitutionalism (in editing process).  In relation to 

core researches, the author also published an article on peace-building and the rule of law 

in East-Timor, and made conference presentation on the rule of law in post-disaster 

reconstruction administration. The author is writing an article on Islamic law and national 

law. 
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１．研究開始当初の背景 
 
 1998 年のスハルト大統領辞任に始まるイ
ンドネシアの改革は 10 年目を経過したが、
その過程において起きた最も重要な変化は、
「法の支配」すなわち、法に基づく権力の統
制が制度的に強化されてきたことである。と
りわけ、憲法裁判所による違憲立法審査権の
導入はもっとも重要な制度改革である。しか
し、憲法裁判所に代表される「法の支配」の
制度化の背景には、1945 年のインドネシア憲
法制定以来続く憲法解釈に関する法学論争
がある。この論争では、一方で、インドネシ
ア憲法は権力の制限と基本的人権の尊重を
定めているものとして立憲主義的に解釈し、
「法の支配」を主張する立場と、他方で、イ
ンドネシア憲法は西洋的な権力分立や個
人・国家の二元主義に基づく人権保障を採用
していないとする「統合国家」論に基づくも
のとして行政権の優位を説く立場が対立し
た。本研究計画は、この対立を軸とした「法
の支配」に関する法理論の発展を「法の支配」
に重要な役割を果たす司法・行政および市民
社会の組織を題材に分析を試みる。これらの
組織の概要は次の通りである。 
 市民社会の組織としては、インドネシア法
律扶助協会(Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 
Indonesia, YLBHI)がある。貧困層や政治犯
に対する法律支援を行う NGO として 1970 年
に設立され、スハルト体制では裁判を通じ
「法の支配」実現を求める憲法理論、また権
威主義を正当化する「統合国家」論に対抗す
る憲法理論を展開した。 
 行政における「法の支配」アクターとして
は国家人権委員会 Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (KomnasHAM)が考えられる。国家人
権委員会は、東ティモール問題で国際的な批
判を受けたインドネシア政府が、1993年に設
立した行政委員会である。国家人権委員会は、
発足当初より政府に対して独立的な立場を
とり、国軍や警察による人権侵害に対しても
批判的な調査報告や勧告を行った。また、
1999年の法律改正により権限が強まり、現在
は強制捜査権及び準司法的権限も持つよう
になった。 
 最後に司法における「法の支配」アクター
として憲法裁判所 (Mahkamah Konstitusi, 
MK)を挙げる。憲法裁判所は、2001 年憲法改
正の規定に基づき設置された。憲法裁判所の
主たる権限の一つは、違憲立法審査権である。
改正以前のインドネシア憲法は司法権によ
る違憲立法審査権を認めていなかった。これ
に対し、「法の支配」を主張する憲法学者及
び弁護士は、行政権及び行政権に従属する立
法府による恣意的な法令を抑制するために、
司法権による違憲立法審査権の必要性を主

張していた。また、法律扶助協会の関与した
事件で少数ではあるが事実上の違憲立法審
査を行う判例もあった 。したがって、憲法
裁判所はインドネシアの「法の支配」の一つ
の到達点である。 
 本研究計画の注目するのは、これら三つの
組織の活動は相互に関係する一方、インドネ
シアにおける権威主義体制から民主化への
移行プロセスにともない、「法の支配」の拠
点としての役割は憲法裁判所に移ってきて
いる点である。すなわち、1998年以降、法律
扶助協会の活動は海外からの資金不足など
により停滞した。また、人権委員会について
も人権侵害申立受理件数は低下傾向にある。
それに対して、憲法裁判所への申立及び海外
からの制度整備のための支援は増加する傾
向にある。 
 本研究計画申請者は最近数年間、インドネ
シア法における外国法の影響に着目し、イン
ドネシア法理論形成における人的交流を通
じた 19 世紀ドイツ・オランダ歴史法学理論
の影響と近代法的価値との衝突に関する研
究[島田, 2006]、また汚職問題で世界銀行の
求める法的対策がインドネシア国内におけ
るローカルな価値観と対立する問題に関す
る研究[島田, 2008]を行ってきた。 
 これらの研究から、近代法的価値の一つで
ある「法の支配」について、国内的要因と国
際的要因から分析することの重要性につい
て着想し、とりわけ国内的要因が大きく変動
する民主化プロセスにおける「法の支配」を
めぐる変化について注目する。 
 
《引用文献》 
・島田弦[2006]「インドネシアにおける植民
地支配と『近代経験』」『社会体制と法』第 6
号、50-67頁。 
・島田弦[2008]「改革期のインドネシアにお
ける汚職対策と法の支配」、孝忠延夫・鈴木
賢編著『北東アジアにおける法治の現状と課
題』成文堂、167-181頁。 
 
２．研究の目的 
 
 本研究は、インドネシアが権威主義体制
(1970 年代～1998 年)からスハルト大統領辞
任を経て、2000年代初頭に議会制民主主義体
制へと変化を経験した期間について、(1)イ
ンドネシア法律扶助協会（Yayasan Lembaga 
Bantuan Hukum Indonesia, 以下、法律扶助
協会）、(2)国家人権委員会(Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia、以下、人権委員会)及び
(3)憲法裁判所（Mahkamah Konstitusi）がイ
ンドネシアにおける「法の支配」の発展に与
えた影響を、事例研究（判例、法令運用事例、
事件調査報告事例、勧告事例など）などから



多角的に分析し、民主化プロセスにおいて
「法の支配」が具体的にどのような役割を果
たしているか明らかにする。 
 本研究は次の三つの仮説に立脚するもの
である: 
a. スハルト権威主義体制から民主化へのプ

ロセスにおいて、「法の支配」を実現する
拠点としての役割は、NGOである法律扶助
協会から、行政委員会である人権委員会、
そして司法機関の憲法裁判所へと移って
きた。 

b. その動きは、インドネシアの社会・政治構
造の変容と関係を有しており、各組織の法
理論・法解釈に反映されている。 

c .国際的・国内的な法律 NGO ネットワーク
および学術的交流関係などに基づく人的
関係が各組織を構成する法律家に理論
的・実際的影響を与えている。また、国際
援助機関など求めるグローバルな「法の支
配」概念も、同様に強い理論的・実際的影
響を有している。 

以上のような視点から、(1)インドネシアに
おける「法の支配」に関する法的理論の変化
及び共通性、(2)民主化プロセスにおける法
制度、司法制度及び法律家の役割、(3)イン
ドネシアにおける「法の支配」概念への国内
外の人的ネットワーク及び国際援助機関の
影響、を明らかにする。 
 
３．研究の方法 
 
本研究計画は下図に示すように、1970年代か
ら現在までについて法律扶助協会、人権委員
会及び憲法裁判所という 3組織の「法の支配」
を実現する拠点としての役割の変化、法解
釈・法理論の変化及び一貫性、そしてその背
景を明らかにするものである。 

 
そのために、本計画では、(1)国内的要因、
(2)国際的文脈、そして(3)人的関連性の 3 点
に着目した研究を実施する。(1)国内的要因
は、各組織の法理論・法解釈と社会的政治的
状況とを関連づけることから考察するもの

であり、そのために各組織の法律解釈事例
（判例、決定例、勧告事例、報告書など）の
分析、及び関連法令の分析を行う。(2)国際
的文脈に関する調査は、国際援助機関などが
求める「法の支配」概念のインドネシアへの
影響を調べるものであり、文献調査及びイン
タビュー調査によって実施する。(3)人的関
連性は、各組織間での人的ネットワークと各
機関の「法の支配」に関する理論的・実践的
特徴の相違点及び共通点を解明しようとす
るもので、主にインタビュー調査を行う。 
 
４．研究成果 
 
 インドネシアにおける民主化に関する研
究は 1998 年 5 月末にスハルト大統領が辞任
したあとのいわゆる「改革期」(reformasi)
における社会・政治および法制度・国家制度
の変化に関するものが主流である。本研究で
は、インドネシア独立準備調査会での議論か
ら問題になっている「法の支配」概念や「法
治」を取り上げることにより、改革前後の変
化を連続的に観察することを目的とした。 
 当初は、民主化への体制移行における「法
の支配」アクターとして、市民社会のアクタ
ーであるインドネシア法律扶助協会、司法権
におけるアクターである憲法裁判所、そして
行政権に属するアクターとして国家人権委
員会を取り上げる予定であった。しかし、文
献調査などの予備調査で、人権委員会につい
て比較的重要性が低いこと、また聞き取り調
査が困難であったことから、インドネシア法
律扶助協会と憲法裁判所に対象を限定した。
人権委員会に関する調査は今後の課題であ
る。 
 法律扶助協会に関する研究に関しては次
のような知見が得られた。インドネシアの民
主化運動では、インドネシア法律扶助協会
（YLBHI)を中心とする法律扶助運動が大き
な役割を果たした。これは、権威主義体制に
おいては市民的・政治的自由が厳しく制限さ
れていたため、直接的な政治運動は持続可能
性が低かった。そのため、法律扶助運動など
直接的な政治批判につながらない社会運動
が民主化運動の孵化器となった。同種の状況
は、消費者保護運動や村落生活改善運動など
にも見られる。法律扶助運動においては、「構
造的法律扶助」（貧困者が法律扶助を必要と
する社会状況の改善のために法制度の改革
を求める）という戦略がとられた。このこと
が、法による権力の監視、すなわち「法の支
配」と社会改革運動とが結びつくことになっ
た。 
 しかし、研究を通じて法律扶助運動内部に
おいて、社会改革へのより大きなコミットを
主張するグループと、法律扶助の政治化に消
極的なグループとの対立があったことを明



らかにした。また、法曹と民主化に関する一
般的研究において指摘される「法の支配」と
民主化の緊張関係について、インドネシアに
おいても同様の状況があることを示した。 
 以上の研究についてまとめた論文の概要
は次の通りである： 
  

■島田弦「インドネシアにおける法の支配
と民主化－移行過程における法律扶助運
動」『国際開発研究フォーラム』第 42 巻、
2012年 3 月、105－123頁 
 
1998 年 5 月のスハルト大統領辞任により
30 年以上にわたるインドネシアの権威主
義体制が終了した。それ以降、インドネシ
アは民主主義の強化に成功しているよう
に見える。しかし「法の支配」の脆弱さが
民主主義に対するリスクとなっている。本
稿は、特に権威主義体制下で「法の支配」
を追求した法律扶助運動に焦点を当てて、
民主主義と「法の支配」との関係について
論じる。まず、政治的自由主義と法律家の
関係について論じる。強力な家に主義体制
下において、インドネシア法律扶助 NGO
等は非民主的体制を批判するために重要
な役割を果たした。次に、「法の支配」が
どのようにして民主化運動のキーワード
になったのかを、権力側が標榜した「イン
ドネシア流民主主義」を再検証しながら考
察する。最後に、権威主義体制下における
インドネシア法律扶助協会の戦略と課題、
そして一般市民との緊張関係について論
じる。また、ここではフィリピンの法律扶
助運動とも比較を試みる。 
 
■島田弦「インドネシアにおける法律扶助
運動の一側面 : インドネシア法律扶助協
会創設者・アドナン・ブユン・ナスティオ
ン」『名古屋大學法政論集』第 245巻、2012
年、277-298 頁 
 
本稿は、スハルト権威主義体制に対する批
判者として知られたインドネシア法律扶
助協会 YLBHIの創設者である弁護士 Adnan 
Buyung Nasution の半生をたどったもので
ある。インドネシア法律扶助協会は、スハ
ルト権威主義体制下においてもっとも強
力な NGO であり、「法の支配」に依拠した
民主化要求の拠点となった。特に、YLBHI
が単なる経済的弱者に対する法律相談や
訴訟支援だけではなく、経済的弱者が法律
扶助を必要とする社会的構造自体に取り
組まなければならないとする「構造的法律
扶助」という方針を立てたことにより、イ
ンドネシア法律扶助運動は民主化運動・社
会改革運動と密接な関係を持つことにな
った。他方で、YLBHI 内部において、政治

的運動への距離の置き方や、弁護士のあり
方について内部対立もあった。このような
対立の中で、ナスティオンがどのように対
応してきたか、また最後にはスハルト体制
の有力者の弁護を引き受けたことから自
ら総説した YLBHI から厳しく批判を受け
ることになった過程を検討することを通
じて、インドネシアにおける法律扶助運
動・法曹と「法の支配」・民主主義と関係
を考えていく。 

 
 次に、憲法裁判所に関する研究では、強力
な行政権に対する法的統制が中心となった。
特に、インドネシアにおいては、憲法が大統
領権限について曖昧な規定しか定めていな
かった。そのため立法機関である国民代表議
会が制度的に大統領に従属し、恣意的な法律
が多く制定された。したがって、権威主義に
対する民主化運動では、「法の支配」とくに
裁判所による司法審査 judicial review が重
要となった。 
 法制度上の規定が曖昧な状況での司法と
行政の関係については、インドネシアから独
立した東ティモールの事例をまず論文とし
て発表した。概要は次の通りである： 
 

■島田弦「平和構築における法制度改革－
東ティモールの司法制度構築を事例とし
て」『国際開発研究』20 巻 2 号、2011 年
11 月、65－78頁 
東ティモールが置かれている困難な状況
は典型的な武力紛争ではないとはいえ、現
代社会における紛争の複雑さ、ならびに平
和構築と法発展の関係の複雑さをよく示
している。1975 年のインドネシアによる
東ティモール侵攻とその後 25 年にわたる
占領は東ティモール紛争のもっとも深刻
な原因である。しかし、東ティモール紛争
を、東ティモール人民によるインドネシア
に対する民族解放闘争とだけとらえるべ
きではない。東ティモール社会内部にも、
政治イデオロギー、インドネシアへの対応、
民族性や地域性といった内部的紛争が存
在した。このような多様な対立は「複雑な
政治的危機」の典型である。東ティモール
平和構築は国際社会の支援を受け、UNTAET
の役割は前例のない広範なものであった。
本稿は、これら二つの特殊状況が紛争後の
東ティモールにおける法的および司法的
発展に与えた影響を考察する。第一章で東
ティモール紛争を概略したあと、第二章で
UNTAET 統治下における法整備と立憲過程
を考察する。第三章は、司法制度の構築に
焦点を当てる。東ティモール司法制度整備
において「ティモール化」がキーワードと
成り、UNTAET は、経験がきわめて浅いに
もかかわらず現地住民を任命しようとし



た。同時に、ティモール司法は、紛争後の
事件解決のために外国法曹に依存してい
た。最後に、紛争後社会における司法改革
および司法の独立への課題を検討するた
めに、外国人判事の地位を取り上げ、立
法・行政機関がどのように司法権に介入し
ているかを考察する。 

 
 そして、インドネシアにおける行政と司法
の関係、特に司法審査については、汚職によ
る司法への不信が根強く、司法の独立がただ
ちに指示されるわけではなかったことも問
題となる。結果として、改革過程で既存の司
法機関とは別に憲法裁判所が設置された。こ
れは「法の支配」に基づく民主化の一つの到
達点であるが、他方で憲法裁判所の積極主義
と議会制民主主義との緊張関係が問題とな
る。この緊張関係は、他国での憲法裁判所に
関する研究でも指摘されている。本研究では、
憲法裁判所は積極主義的傾向を示すが、それ
はすべての分野に一様なのではなく、憲法裁
判所は三権分立への配慮も示していること
が分かった。これに関連する論文は現在、編
集作業中であるが、概要は以下の通りであ
る： 

■島田弦「インドネシアにおける政治の
司法化」今泉慎也編『アジアの司法化
(仮)』アジア経済研究所 
 
インドネシアにおける権威主義体制で
は憲法に権力の正当性を依存しながら
も、その憲法において権力の授権・制限
関係が非常に曖昧だったために立憲主
義が骨抜きにされていた。特に司法権は
強力な行政権に従属し、権力統制の役割
を果たすことができなかった。そのよう
な司法と政治の関係が大きく変わるの
は 1998 年のインドネシア民主化による
ものである。法制度上の大きな変化は、
第一にこれまで行政権の管轄下にあっ
た裁判官人事や裁判所予算が最高裁に
一元化され、制度上の司法権独立が強化
されたこと。第二に、違憲立法審査権と、
選挙紛争・機関訴訟など政治的紛争に管
轄権を有する憲法裁判所の設置である。 
 本稿では、特に Hirschl 等が「政治の
司法化」を呼ぶ現象、すなわち深刻な道
徳問題、公共政策、政治紛争の解決のた
めに司法手段へ依拠する現象」を枠組み
として、インドネシア憲法裁判所の積極
主義について検討する。 
 本稿ではまず、インドネシアにおける
司法と政治に関する歴史的経過をたど
り、司法の独立と違憲立法審査権の要求
が密接な関係にあったことを示す。次に、
違憲立法審査権に関する法制度上の扱
いについて考察する。そして、最後に憲

法裁判所の判例を元に、憲法裁判所が一
貫して積極主義なのではなく、市民的・
政治的権利に関する事件ではきわめて
積極主義的で多くの法律に意見無効の
判断をするのに対して、予算法に関する
判決では行政府・立法府に対する謙抑的
判断を示し、三権分立の原則について慎
重に注意を払っていることを示した。 

 
 以上の研究に加えて、関連研究として、災
害復興行政における法の役割についても学
会報告として 2 件発表し、共著単行本として
論文を 1 本を発表した。また、インドネシア・
アチェ州におけるイスラム法に基づく統治
と国家法との関係についての研究も現在、執
筆中である。 
 
 今後の課題の一つとしては、インドネシア
研究に関する現代的な要求に応えることで
ある。これまで、インドネシア法制度の性格
および特性を明らかにするために、植民地期
からの歴史的発展過程を考察してきた。2013
年度からの科学研究費補助金・基盤研究(C)
でも植民地司法制度を研究対象とする。しか
し、2013年度以降の研究の目的は、現代イン
ドネシア裁判実務（判事の任免、訴訟指揮な
ど）を明らかにすることである。 
 経済の順調な成長を反映して、日本にとっ
てインドネシアはこれまでのような安価な
生産拠点から、高付加価値製品の市場へと変
化している。それに伴い、契約や消費者問題
などでの民事訴訟、仲裁、和解、債権保全・
執行など法務が多様化し、信頼に足る司法へ
の要望が高まっている。 
 司法改革はインドネシア政治問題である
が、日本の研究者としては、インドネシアの
司法実務について多面的な情報を提供して
いくことが課題となる。 
 なお、2009年から 2012年までの各年度ごと
の研究概要は以下の通りである： 
■2009年度 
22 年度以降に行うインタビュー調査の予備
調査を行った。インドネシアおよびアメリカ
において、法律扶助協会、人権委員会、憲法
裁判所にかかわる研究者などに聞き取り調
査を行った。 
■2010年度 
 オランダ国立ライデン大学においてイン
ドネシア法研究者およびインドネシア法律
家にたいしてインタビューを行った。また、
法律扶助協会、人権委員会、憲法裁判所の各
組織の年次報告書などによる関係者の精査、
司法機関・学術機関の調査、新聞・雑誌資料
などからの調査も行った。。 
■2011年度 
本年度は、昨年までの関連する研究成果を二
つの論文（「平和構築における法制度改革－



東ティモールの司法制度構築を事例として」
および「インドネシアにおける法の支配と民
主化－移行過程における法律扶助運動」とし
て発表し、また関連成果を、国際学会報告
（SHIMADA Yuzuru, "Recent development of 
legal system on disaster management in 
Indonesia and its function: The role of law 
to supportsustainability of society under 
the disaster"）、および国内学会報告（「法
整備支援の多様化の様相」)として発表した。 
■2012年度 
2012 年度発表の主な成果：「インドネシアに
おける法の支配と民主化－移行過程におけ
る法律扶助運動」「インドネシアにおける法
律扶助運動の一側面 : インドネシア法律扶
助協会創設者・アドナン・ブユン・ナスティ
オン」、また「インドネシアにおける政治の
司法化」が編集作業中。 学会報告としては、
体制移行期におけるイスラム法の位置づけ
について検討した：島田弦「インドネシア宗
教裁判所管轄事項の変化とその問題点」があ
り、「インドネシアのイスラム法裁判所管轄
権の変化」(予定)として執筆中である。  
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